
�実務経験証明書作成支援ツール

必ず事業所の証明書作成者が作成・押印してください。

介護福祉士国家試験

実 務 経 験 証 明 書
（兼　実務経験見込証明書）

（証明書作成日）令和 年 月 日
公益財団法人 社会福祉振興・試験センター理事長　様

法人・施設・事業所
名 称 法人格コード

所 在 地
〒 ―

職 印
電 話 番 号 　　　　　　― 　―

代 表 者
役　　　　職 氏　　　　　　名

証 明 書 作 成 者
所属・役職等 氏　　　　　　名

　次の者は、以下のとおり介護福祉士国家試験の受験資格に係る「主たる業務が介
護等の業務である」実務経験を有することを証明します。

フ リ ガ ナ 　　昭和

　　平成
年 　　月 　　日生氏 名

本 人 住 所 〒

施 設 ま た は
事 業 所 名 介護保険の事業所番号または障害福

祉サービスの事業所番号（認定コード）

施設（事業）種類 コード

職　　種（職名） コード

従 業 期 間
及　び

介護等の業務に 
従事した（する）日数

従業
期間

① 　　昭和・　　平成・　　令和 年 月 日から

② 　　昭和・　　平成・　　令和 年 月 日まで

上記①から②までの日数 日

介護等の業務に従事した（する）日数
（上記の従業期間の内、休暇・欠勤・出張・研修などの日を除いた日数） 日

（注）①�　従業期間は、令和８年３月31日までが対象となりますが、証明書作成日の翌日以降を含める
場合は、実務経験「見込」証明となりますので、実務経験を満たした時点で確定した内容の�
実務経験証明書を再度提出してください。最終提出期限（令和８年４月10日（金））（消印有効）。

　　②　 �　　　　　　 （通算で）従業期間1,095日・従事日数540日以上の証明が必要です。
　　　　　　　　（通算で）従業期間273日・従事日数135日以上の証明が必要です。

区分２、３、７
区分５

証明権限を有する代表者の方へ
①�　実務経験証明書について、不実または錯誤した内容の記載をした場合、社会福祉士及び
介護福祉士法第８条第１項及び第２項の規定により本人に対し試験を無効とする処分を行う
とともに、さらに厚生労働大臣が期間を定めて介護福祉士国家試験を受けさせない処分をす
ることがあります。また、証明権者はそのてん末を報告しなければなりません。
②�　記載事項を訂正する場合は、必ず証明権限を有する代表者の職印で訂正してください。
それ以外の方法で訂正したものは証明書として無効となります。

区分　２

区分　５
区分　３

区分　７
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